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介護給付費財政調整交付金及び介護給付費負担金の適正な交付並びに財政安定化基

金の運営について  

 

（１）介護給付費財政調整交付金における不適切事案について  

 ① 会計検査院指摘分  

   会計検査院が、平成２８年度から令和２年度までの間に交付された介護給付

費財政調整交付金について実地検査を行った結果、４県９保険者において、介

護給付費財政調整交付金が過大に交付（５２，４７７千円）され、不当である

との指摘を受けた。  

   指摘内容は、所得段階別加入割合補正係数の算出の誤り（具体例：各所得段

階人数の集計を誤って所得段階別被保険者数を記載）や、調整基準標準給付費

の算出の誤り（具体例：高額医療合算介護（介護予防）サービス費の過大計上、

重複計上）などによるものである。  

 ② 各保険者自主点検分  

   会計検査院の会計実地検査とは別に、毎年度実施をしていただいている過去

５年度分の各保険者自主点検分による再確定処理については、４６都道府県の

３４９保険者において、介護給付費財政調整交付金が会計検査院による指摘と

同様の理由により過大（２７５，８３６千円）に交付されていることも判明し

た。  

 ③ 不適切事案の主たる要因  

   これらのような事例は、制度創設からこれまでの間、例年発生しているとこ

ろであり、指摘事項の大半は、制度の理解が不十分なことに起因した各種諸係

数の捉え方の誤り、調整基準標準給付費の算定時における数値の計上誤りや様

式帳票への転記ミスなどといったケアレスミスによるものとなっており、関係

法令や交付要綱等を理解していないことや数値等の確認が不十分であったこと

が、その主たる要因となっている。  

   また、従前から介護保険事業状況報告等を活用し、数値等の検証を十分行う

よう指導しているところであるが、会計検査院から指摘を受けたり、自主点検

分による再確定処理が発生したりした都道府県においては、それを怠っている

ことが認められたところである。  
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 ④ 今後の課題  

     各都道府県におかれては、介護給付費財政調整交付金の各種係数の算定方法

や誤りやすい事例などについて、各保険者を集めた事務研修会や勉強会の開催

などを通じて、制度に対する十分な理解を促していただくとともに、介護保険

事業状況報告等から、大きく異なる点がないかといった確認・検証について、

国からも比較表を示しているにも係わらず、確認をしていない保険者も見受け

られるため、保険者自らが確認を行うことはもとより、都道府県におかれても

確認・検証を行うなど、各保険者に対する適切な助言・指導に努めていただき

たい。  

 

（２）不適切事案を防止するための対策について  

 ① 簡易シートの活用  

   介護給付費財政調整交付金の制度への理解と事務処理軽減の一助として普通

調整交付金を簡易に算定できるシート（以下「簡易シート」という。）（別添．

１及び別添．２）を作成し、別途配布することにしているので活用いただきた

い。  

 ② 研修会及び勉強会の活用  

   都道府県が管内各保険者を集めた研修会や勉強会を開催するにあたっては、

国としても講師の派遣や資料提供などの協力依頼について、今後もできる限り

対応していきたいと考えているので、ご相談いただきたい。  

 ③ 研修会及び勉強会の内容  

   例えば、「介護保険財政の適正な事務処理について」をテーマとし、国から

派遣された講師作成によるレジュメを用いながら、各保険者職員に対し、「介

護保険財政の現状」、「介護給付費財政調整交付金の目的と役割」という基本

概念から始まり、簡易シートを活用した具体的な計算など、各事務担当者がど

のような点についてミスを犯しやすい傾向にあるのか等の実例を用いながら、

なるべくわかりやすく解説することが考えられる。  

④ チェック体制の強化  

   令和２年度の交付において、保険者から国へ報告する係数を担当者が転記ミ

スした等の理由により数千万円の過小交付となった事案が複数発生した。担当

者任せにすること無く、必ず管理者等が確認してから国へ報告するようにお願

いしたい。  
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（３）介護給付費負担金について  

  保険者において、平成２８年度から令和２年度までの間に交付された介護給付

費負担金について、自主点検を行ったところ、「施設等分」と「その他分」の計

上誤り等により、介護給付費負担金の算定に誤りがあることが判明した（計２５４）。 

誤りの内容は、保険者が、介護給付費等のうち特定施設入居者生活介護費を「施

設等分」と「その他分」とに区分する際に、「施設等分」に計上するところ、誤

って「その他分」に計上したことにより、介護給付費負担金の額が過大となった

等である。  

各都道府県におかれては、今後とも介護給付費財政調整交付金と同様、適正な

運用が図れるよう、「介護給付費負担金の適切な算定について」（平成２３年８

月１７日付け厚生労働省老健局介護保険計画課長通知）を参考に、管内保険者へ

の適切な助言・指導に努めていただきたい。  

  また、令和元年度以降、事業実績報告に当たっては、審査支払手数料について  

「施設等分」と「その他分」とに区分して計上することとなる。詳細については、

「令和元年度以降の介護給付費負担金の事業実績報告について」（令和元年９月

５日付け当課事務連絡）をご参照のうえ、適切にご対応されたい。  

 

（４）各保険者の主な誤り事由について  

  参考までに、令和４年度における介護給付費財政調整交付金及び介護給付費負

担金の会計検査院会計実地検査及び各保険者の自主点検における主な誤り事由

（別添．３）を添付するので今後の業務の参考にしていただきたい。  

 

（５）財政安定化基金の運営について  

  平成２８年３月に会計検査院から、会計検査院法第３０条の３の規定に基づく

報告（「介護保険制度の実施状況に関する会計検査の結果について」）が行われ、

厚生労働省に対して財政安定化基金の運営について、「厚生労働省において、財

政安定化基金からの交付金については、保険者間の負担の公平性を確保するため

に、交付超過額が生じた保険者から当該交付超過額を返還させる取扱いとするこ

となどについて検討すること」等の指摘を受けたところ。 

このため、当該指摘を踏まえ、「財政安定化基金の運営について」（平成２９

年３月１５日付け介護保険計画課長通知）を発出したところであり、引き続き財

政安定化基金の交付額の精算について、各自治体の実情等に応じて必要な措置を

検討いただくようお願いしたい。 
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付
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■
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由
　
■

【介
護
給
付
費
財
政
調
整
交
付
金
】

調
整
基
準
標
準
給
付
費
の
算
定
誤
り
（高

額
介
護
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞｽ
費
の
算
定
額
誤
り
）

2
9

(1
)

普
通
調
整
交
付
金
交
付
割
合
の
算
定
誤
り
（所

得
段
階
別
被
保
険
者
数
の
計
上
誤
り
）

1
3

(1
)

特
別
調
整
交
付
金
の
重
複
申
請
他
に
よ
る
減
免
額
の
決
定
誤
り

1
5
5

(0
)

調
整
基
準
標
準
給
付
費
の
算
定
誤
り
（介

護
・予

防
給
付
費
の
計
上
誤
り
）

1
0

(0
)

調
整
基
準
標
準
給
付
費
の
算
定
誤
り
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額
医
療
介
護
（予

防
）ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞｽ
費
の
計
上
誤
り
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3
2
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特
別
調
整
交
付
金
の
算
定
誤
り
（減

免
対
象
者
数
の
計
上
誤
り
）

7
(0
)

調
整
基
準
標
準
給
付
費
の
算
定
誤
り
（収

入
額
の
計
上
漏
れ
）

7
(0
)

調
整
基
準
標
準
給
付
費
の
算
定
誤
り
（損

害
賠
償
金
そ
の
他
収
入
額
の
計
上
誤
り
）

9
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調
整
基
準
標
準
給
付
費
の
算
定
誤
り
（収

入
額
の
計
上
誤
り
）
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3
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準
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用
具
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入
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等
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誤
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負
担
金
】
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設
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「そ

の
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分
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計
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誤
り

1
2
4

そ
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他
支
出
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び
収
入
の
計
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誤
り
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除
す
べ
き
震
災
等
被
災
者
者
へ
の
減
免
額
の
計
上
誤
り
等
)

1
3
4

※
保
険
者
の
重
複
計
上
あ
り

令
和
4
年
度
会
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検
査
院
実
地
検
査
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び
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主
点
検
に
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け
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主
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誤
り
事
由

件
数

（
　
）
は
、
検
査
報
告
に
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当
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掲
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検
査
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告
に
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け
る

不
当
事
項
を
再
掲
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